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 議案第１７号 
 
 

平成２１年度能美市一般会計予算 

 
 

平成２１年度能美市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
 

  （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１９，７６１，０００千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 

  （地方債） 
 第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、 

「第２表 地方債」による。 
 
  （一時借入金） 
 第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、１，０００，０００千円と定める。 
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  （歳出予算の流用） 
 第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。 
（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款

内でのこれらの経費の各項の間の流用 
 
 
 
     平成２１年３月１０日 提出 
 
 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 
 
 

 - 2 - （能美市一般会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 市 税 ７，２０８，２５３

1 市 民 税 ２，９９６，７６７

2 固定資産税 ３，２４６，９３０

3 軽自動車税 ８２，７９５

4 市たばこ税 ２６０，５００

5 鉱 産 税 １

6 特別土地保有税 １

7 入 湯 税 １２，０００

8 都市計画税 ６０９，２５９

2 地方譲与税 ２５５，０００

1 地方揮発油譲与税 ５５，０００

2 自動車重量譲与税 １９５，０００

3 地方道路譲与税 ５，０００

3 利子割交付金 ２５，０００

1 利子割交付金 ２５，０００

4 配当割交付金 ８，０００

1 配当割交付金 ８，０００
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

5 株式等譲渡所得割交付金 １２，０００

1 株式等譲渡所得割交付金 １２，０００

6 地方消費税交付金 ４００，０００

1 地方消費税交付金 ４００，０００

7 ゴルフ場利用税交付金 ４０，０００

1 ゴルフ場利用税交付金 ４０，０００

8 自動車取得税交付金 １３０，０００

1 自動車取得税交付金 １３０，０００

9 地方特例交付金 ７７，８２８

1 地方特例交付金 ７７，８２８

△ 特別交付金 ０

10 地方交付税 ４，２８０，０００

1 地方交付税 ４，２８０，０００

11 交通安全対策特別交付金 ８，０００

1 交通安全対策特別交付金 ８，０００

12 分担金及び負担金 ７５６，２２１

1 分 担 金 ３６，０７９
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

2 負 担 金 ７２０，１４２

13 使用料及び手数料 ３５０，６８８

1 使 用 料 ３２８，４３８

2 手 数 料 ２２，２５０

14 国庫支出金 １，３０３，６７５

1 国庫負担金 ５８７，７８６

2 国庫補助金 ７０３，４４７

3 国庫委託金 １２，４４２

15 県 支 出 金 ８８６，９０９

1 県 負 担 金 ３８１，５２１

2 県 補 助 金 ３５９，０００

3 県 委 託 金 １４６，３８８

16 財 産 収 入 ４３，４８３

1 財産運用収入 ４１，４７３

2 財産売払収入 ２，０１０

17 寄 附 金 ２３，５３３

1 寄 附 金 ２３，５３３
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

18 繰 入 金 ６１２，４８０

1 基金繰入金 ６１２，４８０

19 繰 越 金 ５０，０００

1 繰 越 金 ５０，０００

20 諸 収 入 ４６８，４３０

1 延滞金、加算金及び過料 ２

2 預 金 利 子 １０

3 貸付金元利収入 ３０３，１８３

4 受託事業収入 ８３０

5 雑 入 １６４，４０５

21 市 債 ２，８２１，５００

1 市 債 ２，８２１，５００

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １９，７６１，０００
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     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 議 会 費 ２０９，５６４

1 議 会 費 ２０９，５６４

2 総 務 費 １，７７７，３９３

1 総務管理費 １，３２９，２８８

2 徴 税 費 ２７４，５９３

3 戸籍住民基本台帳費 ４８，５３６

4 選 挙 費 １０１，４８８

5 統計調査費 ７，２１３

6 監査委員費 １６，２７５

3 民 生 費 ５，４２２，１２３

1 社会福祉費 ２，３８６，２５５

2 児童福祉費 ２，９００，９８１

3 生活保護費 １３４，８４７

4 災害救助費 ４０

4 衛 生 費 １，６４３，９９４

1 保健衛生費 ８６７，２１５

2 環境衛生費 １７４，３５５
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

3 清 掃 費 ６０２，４２４

5 労 働 費 ５，２２４

1 労 働 費 ５，２２４

6 農林水産業費 ６３１，８３７

1 農 業 費 ５４５，９２３

2 林 業 費 ８５，８６７

3 水 産 業 費 ４７

7 商 工 費 ７０７，８８７

1 商 工 費 ７０７，８８７

8 土 木 費 ２，９６３，５１９

1 土木管理費 ９６，５４４

2 道路橋りょう費 １，３３８，１３３

3 河 川 費 ３９，９３８

4 都市計画費 １，２９９，１８３

5 住 宅 費 １８９，７２１

9 消 防 費 ４６１，７７２

1 消 防 費 ４６１，７７２

- 8 - (能美市一般会計)



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

10 教 育 費 ２，８５６，１２５

1 教育委員会費 ２５７，７４３

2 小 学 校 費 ３８９，１４７

3 中 学 校 費 ２９６，９１８

4 幼 稚 園 費 ６９３

5 社会教育費 １，４１５，７４３

6 保健体育費 ４９５，８８１

11 災害復旧費 ５００

1 災害復旧費 ５００

12 公 債 費 ３，０５３，３４３

1 公 債 費 ３，０５３，３４３

13 諸 支 出 金 １９，７１９

1 基 金 費 １９，７１９

14 予 備 費 ８，０００

1 予 備 費 ８，０００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １９，７６１，０００
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起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

（千円）

県営土地改良事業負担金 34,000

道路整備事業債（林道） 7,300

地方道路等整備事業債 118,600

地方特定道路整備事業債 224,600

交通安全施設等整備事業債 20,200

小松インター線整備事業債 209,000

北中央線整備事業債 4,200

福岡赤井線整備事業債 44,600

赤井町８号線整備事業債 31,800

市道第８３号線整備事業債 3,800

湯屋線整備事業債 9,300

岩内金剛寺線整備事業債 16,700

水辺環境整備事業債 13,300

第２表　地　　方　　債

普通貸借又は
証券発行

５.０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる場合
は、当該見直し
後の利率）

政府資金については、その融
資条件により、銀行その他の
場合には、その債権者と協定
するものとする。ただし、市
財政の都合により据置期間及
び償還期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利債に借換
することができる。
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起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

（千円）

地方特定道路整備事業債（街路） 39,600

南中央線道路改良事業債 41,400

ＪＲ寺井駅周辺整備事業債 114,000

粟生住宅建設事業債 105,900

湯野小学校建具復旧事業債 18,600

湯野小学校耐震補強事業債 47,400

辰口中学校建設事業債 146,000

ふるさと研修交流センター建設事業債 746,000

臨時財政対策債 825,200

計 2,821,500

普通貸借又は
証券発行

５.０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる場合
は、当該見直し
後の利率）

政府資金については、その融
資条件により、銀行その他の
場合には、その債権者と協定
するものとする。ただし、市
財政の都合により据置期間及
び償還期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利債に借換
することができる。
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 議案第１８号 
 
 

平成２１年度能美市国民健康保険特別会計予算 

 
 

平成２１年度能美市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
 

  （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，４２０，０００千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 
 

    （一時借入金） 
 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３００，０００

千円と定める。 
 
 
  （歳出予算の流用） 
 第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 
（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

-  - - 1 - （能美市国民健康保険特別会計） 



 
 
     平成２１年３月１０日 提出 
 
 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 
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第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 国民健康保険税 １，０５８，０６６

1 国民健康保険税 １，０５８，０６６

2 使用料及び手数料 １０

1 手 数 料 １０

3 国庫支出金 ９４０，５８４

1 国庫負担金 ７４５，５０７

2 国庫補助金 １９５，０７７

4 療養給付費等交付金 ３１９，３７３

1 療養給付費等交付金 ３１９，３７３

5 前期高齢者交付金 ９６４，８９１

1 前期高齢者交付金 ９６４，８９１

6 県 支 出 金 １８３，４７９

1 県 負 担 金 ３７，３４３

2 県 補 助 金 １４６，１３６

8 共同事業交付金 ６５５，１４１

1 共同事業交付金 ６５５，１４１

9 財 産 収 入 ３６４
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 財産運用収入 ３６４

10 寄 附 金 １０

1 寄 附 金 １０

11 繰 入 金 ２９７，８３７

1 一般会計繰入金 ２２６，００７

2 基金繰入金 ７１，８３０

12 繰 越 金 １０

1 繰 越 金 １０

13 諸 収 入 ２３５

1 延滞金加算金及び過料 ５０

2 預 金 利 子 １０

4 雑 入 １７５

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ４，４２０，０００
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     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 総 務 費 ８０，０９０

1 総務管理費 ７０，８９９

2 徴 税 費 ８，８９５

3 運営協議会費 ２９６

2 保険給付費 ２，８２５，６３４

1 療 養 諸 費 ２，５００，４７９

2 高額療養費 ３０３，１３５

3 移 送 費 ２０

4 出産育児諸費 １９，０００

5 葬 祭 諸 費 ３，０００

3 後期高齢者支援金等 ４８６，９４５

1 後期高齢者支援金等 ４８６，９４５

4 前期高齢者納付金等 ９９５

1 前期高齢者納付金等 ９９５

5 老人保健拠出金 ７０，１６１

1 老人保健拠出金 ７０，１６１

6 介護納付金 １７７，４１６
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 介護納付金 １７７，４１６

7 共同事業拠出金 ７２０，０１９

1 共同事業拠出金 ７２０，０１９

8 疾病予防費 ５０，４１１

1 特定健康診査等事業費 ２７，５５３

2 疾病予防費 ２２，８５８

9 基金積立金 ３６４

1 基金積立金 ３６４

10 公 債 費 １，０００

1 公 債 費 １，０００

11 諸 支 出 金 ５，４６５

1 償還金及び還付加算金 ２，８４０

2 繰 出 金 ２，６２５

12 予 備 費 １，５００

1 予 備 費 １，５００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ４，４２０，０００
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 議案第１９号 
 
 

平成２１年度能美市老人保健特別会計予算 

 
 

平成２１年度能美市の老人保健特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
 

  （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，０００千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 
 

  （一時借入金） 
 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１００千円と定

める。 
 
 
  （歳出予算の流用） 
 第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 
（１）医療諸費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 
 

- - 1 - - （能美市老人保健特別会計） 



 
 
     平成２１年３月１０日 提出 
 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 
 

（能美市老人保健特別会計） - - 2 - - 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 支払基金交付金 ３２０

1 支払基金交付金 ３２０

2 国庫支出金 ２００

1 国庫負担金 ２００

3 県 支 出 金 ５０

1 県 支 出 金 ５０

4 繰 入 金 ５０

1 一般会計繰入金 ５０

5 繰 越 金 １

1 繰 越 金 １

6 諸 収 入 ３７９

1 延滞金及び加算金 ２

2 預 金 利 子 １

3 雑 入 ３７６

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １，０００

- 3 - (能美市老人保健特別会計)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 医 療 諸 費 ６２０

1 医 療 諸 費 ６２０

2 諸 支 出 金 ３８０

1 償還金及び還付金 ３７９

2 繰 出 金 １

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １，０００

- 4 - (能美市老人保健特別会計)



 議案第２０号 
 
 

平成２１年度能美市後期高齢者医療特別会計予算 

 
 

平成２１年度能美市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 

  （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４１１，０００千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 
 

  （一時借入金） 
 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３５，０００千

円と定める。 
 
 
  （歳出予算の流用） 
 第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 
（１）後期高齢者医療広域連合納付金の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の 

流用 
 

-  - - 1 - （能美市後期高齢者医療特別会計） 



 
 
 
     平成２１年３月１０日 提出 
 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 
 

-  - - 2 - （能美市後期高齢者医療特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 保 険 料 ３０６，７０２

1 後期高齢者医療保険料 ３０６，７０２

2 使用料及び手数料 １０６

1 手 数 料 １０６

3 寄 附 金 ２０

1 寄 附 金 ２０

4 繰 入 金 １０３，８３４

1 一般会計繰入金 １０３，８３４

5 繰 越 金 ２６８

1 繰 越 金 ２６８

6 諸 収 入 ７０

1 延滞金及び過料 ２０

2 償還金及び還付加算金 ２０

3 雑 入 ３０

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ４１１，０００

- 3 - (能美市後期高齢者医療特別会計)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 総 務 費 ９，２７５

1 総務管理費 ５６４

2 徴 収 費 ８，７１１

2 後期高齢者医療広域連合納付金 ４０１，４０１

1 後期高齢者医療広域連合納付金 ４０１，４０１

3 諸 支 出 金 ２７０

1 償還金及び還付加算金 ２６０

2 繰 出 金 １０

4 予 備 費 ５４

1 予 備 費 ５４

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ４１１，０００

- 4 - (能美市後期高齢者医療特別会計)



 議案第２１号 
 
 

平成２１年度能美市介護保険特別会計予算 

 
 

平成２１年度能美市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
 

  （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、保険事業勘定歳入歳出それぞれ３，２２９，４００千円、サービス事業勘定歳入歳出それぞれ１１，

２００千円と定める。 
２ 保険事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
３ サービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第２表 歳入歳出予算」による。 

 
 
  （地方債） 
 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方

法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 
 
 
  （一時借入金） 
 第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、保険事業勘定３００，０００千円、サービス

事業勘定５，０００千円と定める。 

-  - - 1 - （能美市介護保険特別会計） 



  （歳出予算の流用） 
 第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 
（１）保険事業勘定の保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流

用 
 
 
 
     平成２１年３月１０日 提出 
 
 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 
 
 

-  - - 2 - （能美市介護保険特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 保 険 料 ５８７，６２３

1 介護保険料 ５８７，６２３

2 使用料及び手数料 １０

1 手 数 料 １０

3 国庫支出金 ６８６，６５２

1 国庫負担金 ５４０，５９０

2 国庫補助金 １４６，０６２

4 支払基金交付金 ９４３，４１２

1 支払基金交付金 ９４３，４１２

5 県 支 出 金 ４７６，６１０

1 県 負 担 金 ４６３，６８０

2 県 補 助 金 １２，９３０

6 財 産 収 入 １０

1 財産運用収入 １０

7 寄 附 金 １０

1 寄 附 金 １０

8 繰 入 金 ４６１，３１２

- 3 - (能美市介護保険事業勘定)



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 一般会計繰入金 ４６１，３１２

9 繰 越 金 １０

1 繰 越 金 １０

10 諸 収 入 ３５１

1 延滞金、加算金及び過料 ３０

2 預 金 利 子 １０

3 受託事業収入 １０

4 雑 入 ３０１

11 市 債 ７３，４００

1 市 債 ７３，４００

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ３，２２９，４００

- 4 - (能美市介護保険事業勘定)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 総 務 費 ４９，００８

1 総務管理費 １６，８８６

2 徴 収 費 ６，２６７

3 介護認定審査会費 ２５，８５５

2 保険給付費 ３，０９０，０００

1 介護サービス等諸費 ２，８０４，３２２

2 介護予防サービス等諸費 １３４，７００

3 その他諸費 ３，６４８

4 高額介護サービス等費 ４２，７５０

5 高額医療合算介護サービス等費 ６０

6 特定入所者介護サービス等費 １０４，５２０

3 財政安定化基金拠出金 １０

1 財政安定化基金拠出金 １０

4 地域支援事業費 ８５，４２０

1 介護予防事業費 ５４，９２４

2 包括的支援事業・任意事業 ３０，４９６

5 基金積立金 １０

- 5 - (能美市介護保険事業勘定)



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 基金積立金 １０

6 公 債 費 ４，５１２

1 公 債 費 ４５

2 財政安定化基金償還金 ４，４６７

7 諸 支 出 金 ２４０

1 償還金及び還付加算金 ２４０

8 予 備 費 ２００

1 予 備 費 ２００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ３，２２９，４００

- 6 - (能美市介護保険事業勘定)



第　２　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 サービス収入 １１，１６０

1 介護予防サービス収入 １１，１６０

2 繰 入 金 １０

1 一般会計繰入金 １０

△ 基金繰入金 ０

3 繰 越 金 １０

1 繰 越 金 １０

4 諸 収 入 ２０

1 預 金 利 子 １０

2 雑 入 １０

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １１，２００

- 7 - (能美市介護サービス事業勘定)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 総 務 費 ７，８７２

1 総務管理費 ７，８７２

2 サービス事業費 ３，２２８

1 居宅サービス事業費 ３，２２８

3 予 備 費 １００

1 予 備 費 １００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １１，２００

- 8 - (能美市介護サービス事業勘定)



起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

（千円）

計 73,400

第３表　地　　方　　債

５.０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる場合
は、当該見直し
後の利率）

政府資金については、その融
資条件により、銀行その他の
場合には、その債権者と協定
するものとする。ただし、市
財政の都合により据置期間及
び償還期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利債に借換
することができる。

普通貸借又は
証券発行

財政安定化基金貸付金 73,400

-9- （能美市介護保険特別会計）



 
 議案第２２号 
 
 

平成２１年度能美市公共下水道事業特別会計予算 

 
 

平成２１年度能美市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
 

  （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，８０７，５００千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 
 

  （地方債） 
 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方

法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 
 
 
  （一時借入金） 
 第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，０００，０００千円と定める。 
 
 

 - 1 - （能美市公共下水道事業特別会計） 



 
 
 
     平成２１年３月１０日 提出 
 
 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 
 

 - 2 - （能美市公共下水道事業特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 分担金及び負担金 ２８，４５１

1 負 担 金 ２８，４５１

2 使用料及び手数料 ７０１，７５１

1 使 用 料 ７００，７５０

2 手 数 料 １，００１

3 国庫支出金 １００，０００

1 国庫補助金 １００，０００

4 財 産 収 入 ９８７

1 財産運用収入 ９８７

5 繰 入 金 ８４１，０００

1 一般会計繰入金 ８４１，０００

6 繰 越 金 １０

1 繰 越 金 １０

7 諸 収 入 １

1 預 金 利 子 １

8 市 債 １，１３５，３００

1 市 債 １，１３５，３００

- 3 - (能美市公共下水道事業特別会計)



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ２，８０７，５００

- 4 - (能美市公共下水道事業特別会計)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 事 業 費 ８２８，４１０

1 事 業 費 ８２８，４１０

2 公 債 費 １，９７８，１０３

1 公 債 費 １，９７８，１０３

3 諸 支 出 金 ９８７

1 基 金 費 ９８７

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ２，８０７，５００

- 5 - (能美市公共下水道事業特別会計)



起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

（千円）

流域下水道事業債 87,400

公共下水道事業債 137,500

下水道資本費平準化債 308,900

公共下水道事業債（特別措置分） 99,200

公的資金補償金免除繰上償還に伴う借換債 502,300

計 1,135,300

第２表　地　　方　　債

普通貸借又は
証券発行

５.０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる場合
は、当該見直し
後の利率）

政府資金については、その融
資条件により、銀行その他の
場合には、その債権者と協定
するものとする。ただし、市
財政の都合により据置期間及
び償還期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利債に借換
することができる。

-6- （能美市公共下水道事業特別会計）



 
議案第２３号 

 
 

平成２１年度能美市農業集落排水事業特別会計予算 

 
 

平成２１年度能美市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
 

  （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１９２，５００千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 
 
 （地方債） 
第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方

法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 
 
 
  （一時借入金） 
 第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、４０，０００千円と定める。 
 
 

 - 1 -  （能美市農業集落排水事業特別会計）



 
 
     平成２１年３月１０日 提出 
 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 

 - 2 -  
（能美市農業集落排水事業特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 分担金及び負担金 ３，０００

1 分 担 金 １，５００

2 負 担 金 １，５００

2 使用料及び手数料 ３０，５７５

1 使 用 料 ３０，５７４

2 手 数 料 １

3 県 支 出 金 １５，３８０

1 県 補 助 金 １５，３８０

4 財 産 収 入 ４３

1 財産運用収入 ４３

5 繰 入 金 ５４，５００

1 一般会計繰入金 ５４，５００

6 繰 越 金 １

1 繰 越 金 １

7 諸 収 入 １

1 預 金 利 子 １

△ 雑 入 ０

- 3 - (能美市農業集落排水事業特別会計)



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

8 市 債 ８９，０００

1 市 債 ８９，０００

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １９２，５００

- 4 - (能美市農業集落排水事業特別会計)



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 事 業 費 ７９，１４０

1 事 業 費 ７９，１４０

2 公 債 費 １１３，３１７

1 公 債 費 １１３，３１７

3 諸 支 出 金 ４３

1 基 金 費 ４３

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １９２，５００
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起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

（千円）

農業集落排水事業債 13,600

下水道資本費平準化債 14,300

公的資金補償金免除繰上償還に伴う借換債 61,100

計 89,000

第２表　地　　方　　債

普通貸借又は
証券発行

５.０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる場合
は、当該見直し
後の利率）

政府資金については、その融
資条件により、銀行その他の
場合には、その債権者と協定
するものとする。ただし、市
財政の都合により据置期間及
び償還期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利債に借換
することができる。

-6- （能美市農業集落排水事業特別会計）



 議案第２４号 
 
 

平成２１年度能美市温泉事業特別会計予算 

 
 

平成２１年度能美市の温泉事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 
 

  （歳入歳出予算） 
 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１，８００千円と定める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
 

 
  （一時借入金） 
 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，０００千円

と定める。 
 
 
     平成２１年３月１０日 提出 
 
 
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎 

 - 1 -  （能美市温泉事業特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 分担金及び負担金 １，７５０

1 負 担 金 １，７５０

2 使用料及び手数料 １０，０２１

1 使 用 料 １０，０２１

3 財 産 収 入 １８

1 財産運用収入 １８

4 繰 越 金 １０

1 繰 越 金 １０

5 諸 収 入 １

1 預 金 利 子 １

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １１，８００

- 2 - (能美市温泉事業特別会計)



1.総括　　　　　　　　　　　　　　歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書

（歳　入） (単位：千円)

款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比　　　較

1 分担金及び負担金 1,750 0 1,750

2 使用料及び手数料 10,021 10,084 △63

3 財 産 収 入 18 5 13

4 繰 越 金 10 10 0

5 諸 収 入 1 1 0

△ 繰 入 金 0 5,400 △5,400

歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 11,800 15,500 △3,700

- 1 - (能美市温泉事業特別会計)



（歳　出） (単位：千円)

本  年  度  予  算  額  の  財  源  内  訳

款 本年度予算額 前年度予算額 比　　較 特  　  定  　  財  　  源

国 県 支 出 金 地  方  債 そ  の  他

1 温泉事業費 7,103 15,500 △8,397 7,103

2 諸 支 出 金 4,697 0 4,697 4,697

歳　　出　　合　　計 11,800 15,500 △3,700 11,800

一 般 財 源

- 2 - (能美市温泉事業特別会計)



 （総　則）

 （業務の予定量）
第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数 17,940戸
(2) 年間総給水量 7,279,000㎥
(3) 一日平均給水量 19,900㎥
(4) 主要な建設改良工事

1 .配水管整備事業
　　　　　 2 .配水管改良事業

3 .施設改良事業

（収益的収入及び支出）
第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
 （収　入）
第１款 797,800千円

794,800千円
3,000千円

（支　出）
第１款 750,000千円

592,500千円
157,400千円

100千円

（資本的収入及び支出）
第４条

第２項
特 別 損 失

営 業 収 益
営 業 外 収 益

第１項
第２項

水 道 事 業 費 用

第３項

営 業 費 用
営 業 外 費 用

第１項

平 成 ２１ 年 度 能 美 市 水 道 事 業 会 計 予 算

  資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入が資本的支出に対して不足する額
370,700千円は、過年度分損益勘定留保資金356,561千円、当年度分消費税資本的収支調整額14,139千円で補
填するものとする。）

水 道 事 業 収 益

平成２１年度能美市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。第１条

議案第２５号

－1－ （能美市水道事業会計）



（収　入）
第１款 203,900千円

150,000千円
26,700千円
23,700千円
3,500千円

（支　出）
第１款 574,600千円

344,900千円
229,700千円

（企業債）
第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

償 還 の 方 法

（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

(1) 第９条に定める経費以外の経費

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第７条

(1) 職員給与費 36,106千円

（たな卸資産の購入限度額）
第８条 たな卸資産の購入限度額は、16,100千円と定める。

（重要な資産の取得）

第２項

第４項

建 設 改 良 費第１項
資 本 的 支 出

第３項
雑 収 入
分 担 金

資 本 的 収 入
企 業 債
工 事 負 担 金

第１項
第２項

利 率起 債 の 目 的

配 水 管 整 備 事 業

配 水 管 改 良 事 業

企業債償還金

　　　　以内

起 債 の 方 法
証書借入
借入時期は平成２1年度とする。
ただし、工事の進捗状況等により
起債の全部又は、一部を翌年度に
繰り越して借り入れることができ
る。

起債年度から据
置期間を含めて
３０年以内に償
還する。

5.0 ％

限 度 額

150,000千円

施 設 改 良 事 業

　次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又は、それ以外の経費を
その経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

－2－ （能美市水道事業会計）



第９条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。
(1) 取得する資産

φ50～400　 L=2,550.0 m

φ100　　　 L=1,068.0 m 　

一式

(2) 処分する資産

φ100　　　 L= 58.0 m 　

φ300　　　 L=733.0 m 　

 提出

能美市長　　　酒　井　　悌　次　郎

（ 名 称 ） （ 数 量 ）

（ 事 業 ） （種　類）

平 成 21 年 3 月 10 日

１．配水管整備事業 構築物 配水管
構築物
建　物

配水管
送・配水施設

（種　類）
構築物
構築物

配水管
送水管

２．配水管改良事業
３．施設改良事業

（ 名 称 ） （ 数 量 ）

－3－ （能美市水道事業会計）



（総　則）
第１条

（業務の予定量）
第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水事業所数　 ９社
(2) 年間総給水量　 辰口第一工業用水道 10,950,000㎥

　　　　　　　　　　 辰口第二工業用水道 2,642,200㎥
根上地区工業用水道 3,924,000㎥

(3) 一日平均給水量　 辰口第一工業用水道 30,000㎥
辰口第二工業用水道 7,230㎥
根上地区工業用水道 10,750㎥

（収益的収入及び支出）
第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　収　　入
辰口第一工業用水道･事業収益　　　　　　　　　　 92,600千円

92,360千円
240千円

辰口第二工業用水道事業収益　　　　　　　　　　　　　 81,000千円
80,940千円

60千円

根上地区工業用水道事業収益　　　　　　　　　　　　　 111,500千円
110,000千円

1,500千円

  平成２１年度能美市工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

議案第２６号

第１項
第２項

営 業 収 益
営 業 外 収 益

営 業 収 益

営 業 収 益

営 業 外 収 益

営 業 外 収 益

第１項
第２項

平成２１年度能美市工業用水道事業会計予算

第１款

第２款

第３款

第１項
第２項

－8－ (能美市工業用水道事業会計）



　支　　出
88,400千円
75,200千円
13,200千円

73,700千円
60,600千円
13,100千円

109,000千円
85,500千円
23,500千円

（資本的収入及び支出）
第３条

　収　　入

33,400千円
33,400千円

94,900千円
77,900千円
17,000千円

22,500千円
22,500千円

54,200千円
54,200千円

第１款

第１款

第１項

第１項

第２款

辰口第一工業用水道事業資本的支出

辰口第二工業用水道事業資本的支出

第２項

第２項

第２款

工 事 負 担 金

根上地区工業用水道事業資本的支出

建 設 改 良 費第１項
第２項

第１項

第３款

企 業 債 償 還 金

企 業 債 償 還 金

企 業 債 償 還 金第１項

営 業 外 費 用

　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額138,200千円
は、過年度分損益勘定留保資金74,592千円、当年度分損益勘定留保資金36,343千円、減債積立金15,200千円、建設改良積
立金10,000千円及び当年度分消費税及び方消費税資本的収支調整額2,065千円で補てんするものとする。）

第１項
辰口第一工業用水道事業資本的収入

営 業 費 用
第３款

営 業 費 用
辰口第一工業用水道事業費用

辰口第二工業用水道事業費用

営 業 外 費 用

営 業 外 費 用

根上地区工業用水道事業費用

第１項
第２項

営 業 費 用

第１款

－9－ (能美市工業用水道事業会計）



（予定支出の各項の経費の金額の流用)
第４条　予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりとする。

(1) 第７条に定める経費以外の経費

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第５条

(1) 職員給与費　　　　　 17,234千円
(2) 交際費 100千円

（重要な資産の取得)
第６条　重要な資産の取得は、次のとおりとする。

(1) 取得する資産　　　　　
（　事　　　業　）　 （種　類）　 （名　称）　　 （数　量）　　

1 辰口第一工業用水道事業 構築物　 取水施設 　 １式
構築物　 配水管 φ200　　L=440m

 提出

能 美 市 長 酒 井 悌 次 郎

　次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその経費
の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

平 成 21 年 3 月 10 日

－10－ (能美市工業用水道事業会計）



 

 

議案第２７号 

 

平成２１年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算 

 

 

 （総則） 

第１条 平成２１年度国民健康保険能美市立病院事業会計の予算は次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は次のとおりとする。 

(1)病     院     

 一般病床 ９９床、療養病床 ４０床（うち介護療養型医療施設 １２床) 

  入院（年間） ３７，６３０人   入院（1日平均患者数） １０３人 

  外来（年間） ７４，９２０人   外来（1日平均患者数） ２７７人 

(2)介護老人保健施設     

 入所定員（短期入所を含む） ７４人  通所リハビリテーション定員 ２５人 

  入所者（年間） ２６，２８０人   入所者（1日平均利用者数） ７２人 

  通所者（年間） ５，１００人   通所者（1日平均利用者数） ２０人 

(3)デイサービスセンター     

 定員 ３０人    

  通所者（年間） ５，８６０人   通所者（1日平均利用者数） ２３人 

 

 

－ 1 －                                     （能美市立病院事業会計） 



 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。 

収       入  支       出 

第1款 病院事業収益 １，９５１，０００千円  第1款 病院事業費用 １，９５１，０００千円 

  第1項 医業収益 １，５６０，３４５千円    第1項 医業費用 １，８９５，２６９千円 

  第2項 医業外収益 ３９０，６５３千円    第2項 医業外費用 ５５，４３０千円 

  第3項 特別利益 ２千円    第3項 特別損失 ２０１千円 

    第4項 予備費 １００千円 

第2款 介護老人保健施設事業収益 ３８４，９００千円  第2款 介護老人保健施設事業費用 ３８４，９００千円 

  第1項 営業収益 ３８４，３６５千円    第1項 営業費用 ３６４，３３３千円 

  第2項 営業外収益 ５３４千円    第2項 営業外費用 ２０，５６６千円 

  第3項 特別利益 １千円    第3項 特別損失 １千円 

第3款 デイサービスセンター事業収益 ５４，８７０千円  第3款 デイサービスセンター事業費用 ５４，８７０千円 

  第1項 営業収益 ５４，８６０千円    第1項 営業費用 ５４，８６７千円 

  第2項 営業外収益 ９千円    第2項 営業外費用 ２千円 

  第3項 特別利益 1千円    第3項 特別損失 １千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。 

収       入  支       出 

第1款 病院事業資本的収入 ２７４，７８７千円  第1款 病院事業資本的支出 ３６０，５８５千円 

第1項 企業債 

第2項 負担金 

１４４，４００千円

１２７，７６１千円
 

第1項 建設改良費 

第2項 企業債償還金 

１４７，０３９千円 

２１３，５４６千円 

  第3項 補助金 ２，６２５千円    

－ 2 －                                     （能美市立病院事業会計） 



 

  第4項 寄附金 １千円  

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額８５，７９８千円は過年度分損益勘定留保資金７２，８１７千円及び当年度分損益勘定留保資金１２，９８１千円で 

補てんする。 

 

収       入  支       出 

第2款 介護老人保健施設資本的収入 ０千円  第２款 介護老人保健施設資本的支出 ５４，７２８千円 

    
第１項 建設改良費 

第2項 企業債償還金 

２７，２００千円 

２７，５２８千円 

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額５４，７２８千円は、過年度分損益勘定留保資金３１，３５４千円、当年度分損益勘定留保資金１９，３７４千円及び建設 

改良積立金４，０００千円で補てんする。 

 

 （企業債）                                                     

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法は次のとおりと定める。                 

起債の目的        限 度 額      起債の方法 利   率 償 還 の 方 法           

 

施設改修事業 

医療器械整備事業 

 

 

 
普通貸借又は証券発行 ５．０％以内（ただし、利率見直し

方式で借りる場合は、当該見直し

後の利率） 

１４，５００千円 

１２９，９００千円 

 

政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合はその債

権者と協定するものとする。ただし、その債権者と市財政の都合により据置

期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすること

ができる。 

 

（一時借入金）                                                 

第６条 一時借入金の限度額は、２００，０００千円と定める。 

 

 

－ 3 －                                     （能美市立病院事業会計） 



 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費）                             

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は 議会の議決を経なければな

らない。                               

(1)病     院 職員給与費 １，１２１，７６９千円  交際費 ５００千円 

(2)介護老人保健施設 職員給与費 ２２９，３７０千円  交際費 １５０千円 

(3)デイサービスセンター 職員給与費 ３３，４３４千円  交際費 １００千円 

 

 （他会計からの補助金）                                            

第８条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は次のとおりである。 

(1)病     院 ５６４，０００千円  救急医療の確保に要する経費 ５７，６６９千円  

  医師等の研究研修に要する経費 ２，７０９千円  

  追加費用に要する経費 ２１，４９７千円  

  児童手当に要する経費 １，６８０千円  

企業債償還利息に要する経費 

 

   

  

  

 高度医療に要する経費 

元金償還に要する経費 

３０，２２０千円

６２，７７１千円

１２７，７６１千円

 

  経営安定に要する経費 ２５９，６９３千円  

 

 （たな卸資産購入費の購入限度額）                                       

第９条 たな卸資産購入費の購入限度額は次のとおりと定める。 

(1)病     院 ２８３，７９１千円  

(2)介護老人保健施設 １８，３４５千円  

 (3)デイサービスセンター １，６５４千円
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 （重要な資産の取得）                                          

第10条 重要な資産の取得は次のとおりとする。                              

種    類 名        称 数 量 備  考 

器械及び備品 クリーンベンチ 一式 市立病院 

 薬局調剤システム 一式  

 医療情報システム 一式  

 アイシングシステム 一式  

 超音波骨折治療器 一式  

 自己血回収装置 一式  

 携帯型自動連続血圧計 一式  

 ノンコンタクトトノメーター 一式  

 全自動血球計数・白血球分類装置 一式  

 A―Vインパルスシステム 一式  

 能動型自動間欠牽引装置 一式  

 浸透圧測定装置 一式  

 

 

             平成２１年３月１０日 提出        

                           

                                                               能美市長  酒 井 悌次郎 

－ 5 －                                     （能美市立病院事業会計） 
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